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告 示■

◎群馬県告示第７１号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定により、平成３０年群馬県告示第２４４号に

より指定した特定有害物質によって汚染されている区域の全部について、当該指定を次のとおり解除する。

令和２年３月１３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 解除する区域 館林市下早川田町字内屋１１０番７の一部

２ 指定に係る特定有害物質の種類 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の

基準に適合していなかった特定有害物質の名称 ふっ素及びその化合物

３ 講じられた汚染の除去等の措置 土壌汚染の除去

◎群馬県告示第７２号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の１７第１項の規定により、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。以下「令」という。）第１３条の２に規定する

土地の区域を次のとおり指定区域として指定した。

令和２年３月１３日

群馬県知事 山 本 一 太

指定番号 指定区域の所在地 埋立地の区分

６９ 桐生市新里町関字上長者２０５番３の一部、２０５番４の一部、２０８番２の 令第１３条の２
一部、２１１番３の一部、２１５番５の一部、２２１番２０の一部、２２２ 第１号に規定す
番、２２４番３の一部、２２４番５の一部、２２５番、２２６番２の一部、２ る埋立地の区域
２７番４の一部、２２７番５の一部及び２２８番３の一部

◎群馬県告示第７３号

計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。

令和２年３月１３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 定期検査を行う区域 安中市

２ 定期検査の対象となる特定計量器 非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又

は第２号に掲げるものを除く。）、分銅及びおもり

３ 日時及び場所

実 施 期 日 実 施 時 間 実 施 場 所

令和２年４月１６日 午前１０時～午後３時 安中市松井田庁舎南側車庫棟
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令和２年４月１７日 午前１０時～午後３時 安中市安中公民館

令和２年４月２０日 午前１０時～午後３時 安中市原市公民館

令和２年４月２１日 午前１０時～正午 安中市岩野谷公民館

令和２年４月２３日 午前１０時～午後３時 安中市役所本庁北側車庫棟

なお、計量法第２１条第３項に規定する者その他表に定める実施期日に受検できなかった者の特定計量器の定

期検査は、別に指定する期日及び場所で行う。

４ 定期検査を行う指定定期検査機関の名称 一般社団法人群馬県計量協会

◎群馬県告示第７４号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可

したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。

令和２年３月１３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 施行者の名称 前橋市

２ 都市計画事業の種類及び名称 前橋都市計画道路事業 ３・４・２６号 県庁群大線

３ 事業施行期間 平成８年９月１３日から令和６年３月３１日まで

４ 事業地

(1) 収用の部分 変更なし

(2) 使用の部分 群馬県前橋市平和町一丁目、平和町二丁目及び大手町三丁目地内の一部を追加する。

公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。

令和２年３月１３日

群馬県知事 山 本 一 太

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

富士見北橘 理 事 再 任 須田徹夫 前橋市富士見町田島２９１番地

同 同 齋藤賢一 同 富士見町引田２３６番地１

同 同 大友五十吉 同 富士見町横室５２２番地

同 同 榎原正夫 同 同 ７２４番地

同 同 栁井進 同 富士見町米野１２１６番地１
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同 同 関口昇一 同 富士見町石井３６６番地

同 同 富岡正徳 渋川市北橘町箱田３１８番地

同 同 狩野由宏 同 北橘町下箱田２５２番地

同 新 任 田村寛一 前橋市富士見町横室２９番地２

同 同 中島久夫 同 富士見町米野乙５９０番地

同 退 任 萩原昭巳 同 富士見町横室６３番地

同 同 中嶋清一 同 富士見町米野２５８番地

監 事 再 任 萩原正明 同 富士見町原之郷１４９３番地２

同 同 狩野松義 同 同 ２０９５番地

同 同 高橋正樹 渋川市北橘町下箱田２３３番地

同 新 任 齋藤眞一 前橋市富士見町引田３７９番地２６

同 同 石関雅幸 同 富士見町米野１１２８番地３

同 同 根岸仁 同 富士見町小暮２５９番地

同 退 任 齋藤勝也 同 富士見町引田２１０番地

同 同 中島久夫 同 富士見町米野乙５９０番地

大間々用水 理 事 再 任 竹内定雄 桐生市新里町新川２１４７番地

同 同 五十嵐清隆 伊勢崎市上蓮町７１番地１

同 同 小林邦夫 同 間野谷町３６８番地

同 同 武井久 みどり市笠懸町阿左美８１５番地１

同 同 新井好夫 同 同 ２３２２番地

同 同 須藤昭男 同 同 ３２２４番地

同 同 新井巖雄 同 笠懸町久宮２０１番地１１８

同 同 田村芳美 同 笠懸町鹿１８０８番地１

同 同 関口幹夫 同 同 ３８９５番地

同 同 竹村正雄 同 同 ４８１７番地

同 同 松島清 同 大間々町桐原６７番地８

同 新 任 荒木恵司 桐生市宮前町二丁目４番１１号

同 同 田中栄 みどり市笠懸町西鹿田１０１８番地

同 退 任 加藤宗太郎 桐生市新里町新川９５５番地３

同 同 橘内文夫 みどり市笠懸町鹿４６５６番地
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同 同 河内洋一 同 笠懸町西鹿田６８３番地１

同 同 松井博 同 同 ８０２番地

同 同 星野一郎 同 大間々町大間々８５３番地

監 事 再 任 木村輝義 同 笠懸町阿左美２３１８番地

同 同 岩﨑吉男 同 笠懸町鹿３４６４番地

同 同 松島隆 同 大間々町桐原２８３番地

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第３項の規定により、渋川市から渋川都市計画事業四

ツ角周辺土地区画整理事業について換地処分をした旨の届出があった。

令和２年３月１３日

群馬県知事 山 本 一 太

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和２年３月１３日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡邑楽町大字中野字新井８２４－５ 邑楽郡千代田町大字赤岩１８３７番地の５ 美
恵乃ハイムⅡ１０４
山口光泰

２ 邑楽郡板倉町大字西岡字前原３００－１、３０１－ 邑楽郡板倉町大字西岡１４２１番地の２
５、３０２－１、字中岡１４２１－５、１４２１－ 福地喜代文
６

３ 邑楽郡邑楽町大字狸塚字高原２５５－１ 邑楽郡邑楽町大字狸塚２１２－７
島田雄干、島田彩香

４ 邑楽郡千代田町大字福島字松原６４２－３６ 邑楽郡大泉町大字吉田１９８６番地の４
石川真人、石川亜也子

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第１２号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分
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の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。

令和２年３月１３日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３２，５４９

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ３０３，４２７

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数

選挙区名 ３分の１の数

北群馬郡 ９，８５０

甘楽郡 ６，５５２

吾妻郡 １５，６６０

利根郡 ９，６０８

佐波郡 １０，０７７

邑楽郡 ２７，４００

前橋市 ９３，２３７

高崎市 １０３，３５５

桐生市 ３１，６９９

伊勢崎市 ５６，００３

太田市 ５９，０９７

沼田市 １３，４７５

館林市 ２０，９１４

渋川市 ２２，０８２

藤岡市・多野郡 １９，３４５

富岡市 １３，５９７

安中市 １６，５２３

みどり市 １４，００４

落 札■
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次のとおり落札者を決定した。

令和２年３月１３日

群馬県立二葉特別支援学校長 筑 井 博 之

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 群馬県立二葉・二葉高等特別支援学校スクールバス運行業務委託 ５路線

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立二葉特別支援学校 群馬県高崎市足門町１２０

３ 落札者を決定した日 令和２年２月１４日

４ 落札者の名称及び所在地 群馬コープ観光株式会社 群馬県高崎市菅谷町２０－１７０

５ 落札金額 １０８，０００，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和元年１２月２７日

毎週火､金曜日発行
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